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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

当社は、経営環境の変化に対し的確かつ迅速に対処しうる組織体制を確立し、コンプライアンスの周知徹底を図り、経営者の業務遂行状況の客

観的評価のために、すべての重要事項についての適時適切な情報開示を保証することが、企業価値を継続的に向上させていく上できわめて重

要であると考えております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４．議決権の電子行使や招集通知の英訳】

　当社においては、機関投資家や海外投資家の比率が極めて低いため、現時点において議決権の電子行使ならびに招集通知の英訳を行ってい
ません。今後、当社の株主構成において機関投資家や海外投資家が増加する傾向が認められたときは、議決権の電子行使ならびに招集通知の
英訳について検討いたします。

【原則１－３．資本政策の基本的な方針】

　当社は、当社の安定的な財務基盤の確保と持続的な成長を促進するため、利益の積み上げによる自己資本の充実を最優先に取り組んでおり
ます。また、自己資本の更なる充実により、資金調達の多様化を推進し、事業の拡大を目指しております。

【補充原則３－１－２．英語での情報開示・提供】

　当社は、海外投資家の比率が極めて低いため、当社の株主構成において機関投資家や海外投資家が増加する傾向が認められたときは、英語
での情報開示・提供について検討いたします。

【原則４－２．取締役会の役割・責務（２）】

　取締役会は、取締役からの事業提案について十分な審議と検討を行い、承認した事項については取締役からの経過報告等によりモニタリング
を行い、必要な助言を行っております。また、経営陣の報酬については、現状、月額定額報酬を採用しておりますが、中長期的な業績との連動報
酬については今後の検討課題としております。

【補充原則４－２－１．中長期的な業績と連動する経営陣報酬の設定】

　当社は、経営陣の報酬について、現状、月額定額報酬を採用しておりますが、中長期的な業績との連動報酬については今後の検討課題として
おります。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４．いわゆる政策保有株式】

　当社は、政策保有株式を保有しておらず、今後においても原則として政策保有株式を取得する計画はありませんが、保有する場合においては、
事業運営上、必要と認められる場合にのみ行うものとし、その投資額と保有意義について取締役会で審議し、モニタリングします。また、議決権行
使にあたっては対象会社の事業運営、財政状況等を総合的に勘案してその賛否を判断いたします。

【原則１－７．関連当事者間の取引】

　当社は、関連当事者間取引を行う場合、その内容および性質に応じて適切な手続きを実施し、当社役員との取引を行う場合には、当該役員を除
外して取締役会にて審議し決議を行うこととしております。また関連当事者との取引内容については、有価証券報告書等において開示しておりま
す。

【原則３－１．情報開示の充実】

（１）会社の目指すところ（経営理念等）や経営戦略、経営計画

　当社は企業理念の「より良い住空間の創造により、社会に貢献しよう。」のもと、不動産を通じてより良い住環境の創造に取り組み、ステークホル
ダーおよび地域社会に貢献を図り、企業発展を推進しております。

（２）本コード（原案）のそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針

　コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方は、本コーポレートガバナンス報告書「1-1.基本的な考え方」および有価証券報告書に記載して
おります。

　また、当社は、実効的なコーポレートガバナンスの実現が、株主およびステークホルダーに対する責務を果たし、中長期的な企業価値の向上に
資するという考えのもと、コーポレートガバナンスコードに規定される５つの基本原則および各原則、補充原則の遵守を目指して、社内体制を整備
することを基本方針としております。

（３）取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続

　当社における取締役報酬を決定するに当たっては、各取締役の経営上の責任、業務難易度、実行能力、実績値、会社業績および財政状況等を
勘案し、平成29年６月27日開催の第48回定時株主総会の決議により定められた報酬総額の上限の範囲内において、社外取締役の意見等を踏ま
え、取締役会で決定することとしております。

（４）取締役会が経営陣幹部の選任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続



　社内にあっては、主に社員から業務執行の実績、能力および識見等を踏まえて代表取締役が候補者を提案し、社外にあっては、当社経営に対
する有益な助言、もしくは第三者視点での監視能力を備えた人物を候補者として取締役会にて審議いたします。

（５）取締役会が（４）を踏まえて経営陣の選任と取締役候補の指名を行う際の、個々の選任・指名についての説明

社外役員の選任・指名についての個々の説明は選任時の「定時株主総会招集ご通知」に記載しております。また、その他の取締役については選
任時の「定時株主総会招集ご通知」に個々の経歴等を記載しております。

【補充原則４－１－１．取締役会の判断・決定および経営陣への委任の範囲に関する事項】

当社は、取締役会における決議事項および報告事項を取締役会規程において明確に定め、その他の業務執行に関して職務権限規程を定め、経
営陣が適切かつ迅速に意思決定できる体制を整備しております。

【原則４－９．独立社外取締役の独立性判断基準及び資質】

　当社は、会社法および東京証券取引所の定める基準を前提に、当社の経営を監督する能力を備え、かつ、当社の中長期的な企業価値向上に
資する助言を期待できる人物を選定しております。

【補充原則４－１１－１．取締役の選任に関する方針・手続】

　取締役会は、取締役の選任に関して、企業規模と取締役会の機動性を勘案し、必要最小限の人数で業務執行と管理・監督機能の両方が適切
に働くよう、人員の選定に関して議論し、株主総会における取締役選任議案提出の決議を行っております。

【補充原則４－１１－２．取締役の上場会社の役員兼任】

　当社は、各取締役が当社においてその責務が十分に果たせる時間が確保されていることを前提に選任を行い、他の上場会社の役員兼任は合
理的な範囲にとどめることとしております。また、その兼任状況については、株主総会招集通知やコーポレートガバナンス報告書において毎年開
示を行っております。

【補充原則４－１１－３．取締役会全体の実効性についての分析・評価の開示】

　取締役会は、事業年度当初に定めた年次経営計画・経営方針に従って業務を執行するにあたり、業務執行取締役にあっては毎月の業績評価
や自己評価を、その他の取締役にあっては四半期ごとの業績評価を実施する中で綿密に分析を行うことで、適切なリスク管理と業務の執行状況
の監督を中心とした取締役会全体の実効性の確保および分析・評価を行います。

　取締役会の分析・評価は、四半期ごとの取締役会で決議し、その結果は決算短信および四半期報告書（期末においては有価証券報告書）として
開示します。

　当該事業年度については、内部統制システム構築の基本方針に定める事項の運用状況の報告を受け、総括として取締役会で決議し、事業報
告において運用状況の概要を開示しております。この分析・評価結果につきましては、連結業績では予想数値と大きな乖離はなく、その他の項目
を含む取締役会全体の実効性について、特段の問題はないものと判断しております。

【補充原則４－１４－２．取締役のトレーニングの方針】

　各取締役は、外部セミナーへの参加と社内における研修の実施等により、必要な知識の習得にあたり、求められる役割・責務を果たすための能
力の維持、向上を図っております。

【原則５－１．株主等の建設的な対話に関する方針】

　当社の株主との建設的な対話を促進するための方針は以下のとおりです。

・当社は、管理部管掌取締役を株主との対話全般に関する統括取締役とする。

・当社は、総務課をIR担当部署として設置し、総務課が株主との対話に必要な各部門の情報収集を実施する。

・迅速な情報開示体制の構築と代表者による決算発表等を通じて、株主への情報提供を図る。

・株主からの意見等は、適宜取締役会へ報告を行い、重要と判断されるものについてはその内容を十分に審議し、適切な対応、方策を実施する。

・インサイダー情報は総務課において一元管理し、情報提供の是非を判断している。また、インサイダー規制に関する知識の習得のため、内部研
修等を実施している。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満

【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

森トラスト株式会社 2,036,000 64.70

関西電力株式会社 225,200 7.16

三井住友信託銀行株式会社 112,000 3.56

戸谷　康信 35,400 1.12

出口　三郎 27,900 0.89

瓦谷　正 23,600 0.75

株式会社ワカタケ 22,700 0.72

タカラ興産株式会社 21,775 0.69

株式会社ケイエムコーポ 14,500 0.46

藤本　茂 14,200 0.45

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 森トラスト株式会社　（非上場）



補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 第二部

決算期 3 月

業種 不動産業

直前事業年度末における（連結）従業員
数

100人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

当社と支配株主等との間で少数株主の利益に相反する恐れのある取引を行う場合は、当社取締役会において審議し、少数株主の保護に努めて

おります。

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

親会社森トラストグループの企業集団における内部統制の基本方針

「当社は、当社グループにおける子会社について、その自主性を尊重しつつ、必要に応じて事業内容の報告を受け重要事項について事前協議を

行う等の経営管理を行うものとする。子会社は当社との連携・情報共有を図りつつ、会社の個性・特質をふまえ、自律的に内部統制システムを整

備するものとする。」



Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査等委員会設置会社

【取締役関係】

定款上の取締役の員数 10 名

定款上の取締役の任期 1 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 3 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

土堤内　清嗣 他の会社の出身者 ▲

永廣　建志 他の会社の出身者 ▲

宮永　亮 他の会社の出身者 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
監査等
委員

独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

土堤内　清嗣 ○ ○

同氏は、当社の主要取引先である株式会
社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀
行）の業務執行者でありましたが、2004年
4月に同社グループから転籍し、その後、
事業会社において役員を歴任されており、
転籍後、同社グループの業務執行に携わ
らず14年を経過していることから同社グ
ループの影響を受ける立場にないものと
認識しております。

金融機関で培われた専門知識と会社役員とし

ての豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な

助言と監査ができるものと判断した。

また、当社との間に特別な利害関係を有してお
らず、一般株主との利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員に指定した。



永廣　建志 ○ ○

同氏は、当社の主要取引先である株式会
社三和銀行（現株式会社三菱東京UFJ銀
行）の業務執行者でありましたが、2001年
2月に同社グループを離れ、他の金融機
関の役員および事業会社の役員を歴任さ
れており、同社グループ退職後、同社グ
ループの業務執行に携わらず17年を経過
していることから、同社グループの影響を
受ける立場にないものと認識しておりま
す。

金融機関で培われた専門知識と会社役員とし

ての豊富な経験と幅広い見識に基づく的確な

助言と監査ができるものと判断した。

また、当社との間に特別な利害関係を有してお
らず、一般株主との利益相反の生じるおそれが
ないと判断し、独立役員に指定した。

宮永　亮 ○ ○

当社の取引先である関西電力株式会社

の業務執行者であり、同社との間に一般
的な電気需給契約による取引がありま
す。

グループ経営部門に携わった豊富な経験、実
績に基づき、当社グループの業務において円
滑かつ適正な執行に対する有益な助言を期待
したため。

また、当社との間には、同氏が所属する関西電
力株式会社との一般的な電気需給契約による
取引のみであり、特別な利害関係を有しておら
ず、一般株主との利益相反が生じるおそれが
ないと判断し独立役員に指定した。

【監査等委員会】

委員構成及び議長の属性

全委員（名） 常勤委員（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
委員長（議長）

監査等委員会 4 1 1 3 社内取締役

監査等委員会の職務を補助すべき取締
役及び使用人の有無

なし

現在の体制を採用している理由

会社規模を勘案し、常勤の監査等委員を中心に職務を遂行しております。

監査等委員会、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査等委員会は、会計監査人から監査計画の説明を受け、定期的に会計監査に関する報告を受けるとともに、適宜意見交換や情報交換を行うな
ど連携を図っております。

【任意の委員会】

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

なし

【独立役員関係】

独立役員の人数 3 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定しております。独立社外取締役の独立性判断基準及び資質については、【原則４－９】をご参
照ください。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

実施していない

該当項目に関する補足説明

株主への還元および内部留保の充実が当面の課題と考えております。



ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明

―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

有価証券報告書・事業報告において、役員報酬として取締役に支払った報酬と監査役に支払った報酬それぞれの総額を記載しております。

　

平成30年3月期における取締役および監査役に支払った報酬の総額は以下のとおりです。

　　取締役（監査等委員を除く）の報酬　12,900千円（うち社外取締役300千円）

　　取締役（監査等委員）の報酬　8,550千円（うち社外取締役3,600千円）

　　監査役の報酬　2,100千円（うち社外監査役600千円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

・役員の報酬については、平成29年６月27日開催の第48回定時株主総会の決議より定められた報酬総額の上限額（取締役（監査等委員である取
締役を除く。）：年額180百万円、監査等委員である取締役：年額24百万円）の範囲内において、取締役（監査等委員である取締役を除く。）につい
ては取締役会決議、監査等委員である取締役については監査委員会の決議により個別の支給額を決定しております。

・役員退職慰労金については、平成17年３月23日開催の第35回定時株主総会終結の時をもって役員退職慰労金制度を廃止しております。

・取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、【原則３－１】（３）をご参照ください。

【社外取締役のサポート体制】

担当部署（総務課）より取締役会資料の事前説明を行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

（１）取締役会

　取締役会は、代表取締役を議長とし、定時取締役会を毎月１回、また臨時取締役会を必要に応じて開催し、経営の基本方針その他重要事項は
すべて付議のうえ審議し迅速に意思決定を行うとともに、業務執行状況の監督を行っております。取締役７名で構成され、定時取締役会を毎月１

回、また臨時取締役会を必要に応じて開催し、経営の基本方針その他の重要事項はすべて付議のうえ審議し、迅速に意思決定を行うとともに、業
務執行状況の監督を行っております。

（２）監査等委員会

　監査等委員会は監査等委員４名で構成され、監査等委員は取締役会に出席し、主に経営管理、監督の視点から議案内容の確認や適宜意見表
明を行い、議案の決議を行っております。

　また、毎月１回の定時監査等委員会のほか、必要に応じて臨時の監査等委員会を開催し、業務執行状況の確認、取締役会での積極的な意見
表明を行っております。

　常勤の監査等委員においては子会社の監査役を兼務し、子会社の取締役会等にも出席し、取締役の業務執行状況の適法性、妥当性及び効率
性について合理的な判断を下すのに必要な内部統制等の体制の整備状況を監査しております。

　なお、常勤の監査等委員である柴田裕司氏は財務・経理部門において長年にわたり実務経験を積んでおり、財務・会計に関する相当程度の知
見を有しております。

　また、監査等委員、監査室、会計監査人は、監査計画、監査結果に関して、必要に応じて随時情報交換を行い、相互の連携を保っております。

（３）内部監査

　内部監査については、社長直属の機関として監査室（専属社員１名で構成）を設置しており、監査計画書に基づき当社及び関係会社における事

業全体にわたる業務の遂行状況に関し、経営方針や法令、社内規程、企業倫理等に対する準拠性と業務効率性の観点から監査を実施しており
ます。この監査結果は、社長に直接報告されるとともに、改善を要する事項については該当部門に対し勧告・指導等を行い、更に改善の状況を報
告させることによって、コンプライアンスと業務効率性の向上を図っております。

（４）会計監査の状況

　当社は、会社法及び金融商品取引法に基づく会計監査について、有限責任 あずさ監査法人と監査契約を締結しております。

　なお、同監査法人及び当社監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当社の間には、特別な利害関係はありません。また、継続監査年数
については、全員７年以内であるため記載を省略しております。

　　イ．業務を執行した公認会計士の氏名

　　　　指定有限責任社員 業務執行社員：浅井愁星、小松野悟

　　ロ．所属する監査法人名

　　　　有限責任 あずさ監査法人



　　ハ．監査業務に係る補助者の構成

　　　　公認会計士9名、その他10名

取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続については、【原則３－１】（３）をご参照ください。

３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は、議決権を持つ監査等委員による監督機能を重視した取締役会において、重要な業務執行を決定および監督するとともに、社外取締役が
独立した立場から客観的かつ公正に当社の経営を監督することにより、経営における透明性の向上や経営監視機能の強化を図っております。



Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会招集通知は株主総会開催の３週間前を目途に発送しております。

集中日を回避した株主総会の設定 集中日を回避した日程で定時株主総会を開催するよう努めております。

その他
株主総会招集通知発送前に、TDNetによる開示を通じて東京証券取引所にて開示を行
い、招集通知発送日に当社ウェブサイトにおける開示を行っております。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載

当社ウェブサイトの「IR情報」ページ（https://www.urbanlife.co.jp/ir/index.html）
において、以下のIR資料を掲載しております。

・プレスリリース

・決算短信

・有価証券報告書

・株主総会（資料）

・電子公告

IRに関する部署（担当者）の設置
ＩＲ担当部署：総務課

ＩＲ担当役員：取締役　山本敏之

ＩＲ事務連絡責任者：総務課長　作井学

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

コンプライアンス規程に倫理行動規範を定め、当社の基本方針として「すべての法律を遵
守することはもとより、社会規範を尊重した健全な企業活動を行うとともに、顧客・株主・地
域社会等の信頼を得て収益を確保し、企業価値をより高めるよう努める」こととしておりま
す。



Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、内部統制システムの構築に関する基本方針について以下のとおり定めております。

１．当社並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令・定款に適合することを確保するための体制

（１）当社は、企業倫理方針や行動規範、法令等遵守の基本方針や遵守基準等を制定し、当社社長がその精神を当社グループ会社全役職員に
継続的に伝達することにより、法令遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とすることを徹底する。

（２）法令等遵守を実現するため次の体制を構築する。

1.当社グループ役職員の職務の執行が法令を遵守し、かつ効率的に行われることを確保するための行動規範として当社及び当社子会社におい
て各々がコンプライアンス規程を定め、各社がこれに従った運用を行う。

2.当社が当社グループのコンプライアンス体制を統括し、子会社と一体となったコンプライアンスの推進を行い、当社グループの法令等遵守体制
の構築、維持、向上を推進する。

3.法令違反その他のコンプライアンスに関する事実についての当社グループ内報告体制の構築として、当社グループ役職員の内部通報制度を設
置する。

4.監査室は業務運営状況の調査、法令・定款上の問題の有無を調査し、社長に報告する。社長は当該報告を受け、重要な事項については取締役
会に付議等を行う。また、取締役会は必要に応じてコンプライアンス体制を見直しその改善に努める。

２．取締役の職務執行に係る情報の保存および管理に関する体制

取締役の職務の執行に係る情報・文書の取扱に関しては、社内規程により適切に保存および管理（廃棄を含む）を行い、各文書等の存否および
保存状況を検索可能とする体制を構築する。

３．当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

（１）当社は、当社及び当社子会社のリスク管理体制の基礎として、当社グループに関するリスク管理規程を定め、リスクの種類ごとに担当責任者
を決定し、同規程に沿った適切な管理体制を構築・運営させる。新たなリスクが生じた場合、すみやかに社長が対応責任者となり、その対応を図
る。

（２）監査室は当社グループのリスク管理状況を調査し、その結果を社長に報告する。

４．当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制

（１）経営計画のマネジメントについては、経営理念を機軸に毎年、当社グループ全体の経営計画を当社が策定し、これを達成するため、グループ
各社において各社経営計画を立案して、それぞれの各業務執行ラインにおいて目標達成のために活動することとする。

（２）当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために各社において取締役会を毎月１回定時に開催するほ
か、必要に応じて随時開催する。また、各社の取締役会においては、合理的で適正な意思決定を行うだけの必要かつ十分な情報が収集されるよ
う努めるものとする。

（３）当社は、当社の取締役会の決定に基づく業務執行について、職務権限規程、業務分掌規程等に基づき、それぞれの責任者、執行方法等の
詳細を定めるものとし、当社子会社においてもこれに準拠した体制を構築させるものとする。

５．当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

（１）当社が定める関係会社管理規程において、子会社における重要事項の決定にあたっては事前に協議を行い、子会社の営業成績、財務状況
その他の経営情報について、当社への定期的な報告を行うことを定め、義務付ける。

（２）当社の関係会社管理責任者は、親会社のグループ会社管理責任者もしくはコンプライアンス担当責任者と定期的に情報交換を行い、グルー
プ会社における内部統制の実効性を高めていくものとする。

（３）グループ会社における業務の適正を確保するため、監査室による子会社への監査を実施する。

６．監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項、同取締役及び使用人の取締役（監査等委員である取締役を除く。）から
の独立性に関する事項並びに同取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

（１）監査等委員会がその職務を補助すべき取締役及び使用人の任命・異動を求めた場合は、社長が監査等委員会の同意を得て、当該補助者を
決定するものとする。

（２）監査等委員会の補助者は、他の職務との兼職を行うことができない。

（３）監査等委員会の補助者は監査等委員会の指揮命令に従うものとし、当該指揮命令に従わない場合の処分に関する事項を定める。

７．当社及び当社子会社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人、またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会
に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

（１）当社グループの取締役及び使用人は、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす恐れのある事項及び不正行為や重要な法令並びに定
款違反行為等を認知した場合、当社監査等委員会に対して報告を行う。

（２）取締役会に付議する重要事項及び重要な決定事項、内部監査の実施状況、重要な月次報告、重要な会計方針・会計基準及びその変更、そ
の他必要な重要事項について監査等委員会に報告するものとする。

（３）当社グループ内部通報制度に基づく通報を受けた場合、速やかに監査等委員会（監査等委員含む。）に報告を行うものとする。

（４）当社は、当社グループの役職員が、当社監査等委員会（監査等委員含む。）への報告を行ったことを理由として不利な取り扱いを行うことを禁
止する旨を定め、当社グループ内において周知徹底する。

８．監査等委員の職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

当社は、監査等委員が職務の執行について生ずる費用の前払い等を請求した場合、当該請求等が必要でないことを証明した場合を除いて速や
かに当該費用の処理を行うものとする。

９．その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査等委員は、取締役会、その他経営上重要な会議に参加し、業務の執行状況を確認するほか、常勤の監査等委員が日常業務における決裁書
類等の重要書類を閲覧し、必要に応じて当社役職員に説明を求めることができる。

１０．財務報告の信頼性を確保するための体制

1.取締役会は、財務報告とその内部統制に関し、代表取締役を適切に監督する。

2.代表取締役は、本基本方針に基づき、財務報告とその内部統制の構築を行い、その整備・運用を評価する。



２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

(1) 基本的な考え方

当社グループは、反社会的勢力の排除に向けて反社会的勢力との関係を遮断し、不当要求は一切受け付けず、警察当局、顧問弁護士等と協

力・連携を図り、反社会的勢力に対して毅然とした態度で臨む。

(2)整備状況

当社は、兵庫県企業防衛連合協議会に所属し、指導を受けるとともに情報の共有化を図っている。また総務課を対応統括部署として、警察当局、
顧問弁護士等との連携を図りながら、事案に応じて関係部門と協議の上、対応を行うものとする。



Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

親会社が存在します。

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は以下のとおりです。

（１）当社は、経営者の業務遂行状況の客観的評価のために、すべての重要事項についての適時適切な情報開示に努めるようにしております。

（２）情報取扱責任者は総務担当役員であり、すべての重要な会議に出席し、重要情報の把握に努めております。

（３）決定事実については、取締役会決議後速やかに情報取扱責任者の指示によりＩＲ担当部署より公表することとしております。

（４）発生事実については、適時開示情報となる可能性が発生した、あるいは発生が予見された時点で、速やかに担当各部署よりIR担当部署(総

務課）を通じて情報取扱責任者に報告を行います。情報取扱責任者は発生事実の内容を確認し、適時開示にあたるかの判断を行い、開示要件に
該当する場合、速やかに、あるいは適切な時期にＩＲ担当部署に指示のうえ公表することとしております。

（５）決算情報については、定性的情報、株主情報等、担当各部署からの情報を経理部がとりまとめ、取締役会決議後、情報取扱責任者の指示に
よりＩＲ担当部署より公表することとしております。

（６）親会社及び子会社に関する情報については、速やかに情報取扱責任者が報告を受け、情報の内容により上記（３）～（５）の所定の手順によ
ることとしております。
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・意見陳述 

当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制のしくみは下図のとおりです。 
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決定事実・決算情報 

発生事実 

 

決算情報等 

 

助言 

 

開示判定 情報提供・

事前相談 

 

決定事実・決算情報 

相談 

 

 【適時開示に係る社内体制】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

各担当部署・子会社 

取締役会 

親会社 

情報取扱責任者 

ＩＲ担当部署（総務課） 

適時開示 

開示手続 

監査法人 
顧問弁護士 

情報取扱責任者 
IR 担当部署（総務課） 

情報取扱責任者 


